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お互いのこと

を尊重してい

ますか？

洗濯や調理など、
家事の分担をし
ていますか？

ワーク・ライフ・

バランスって知

っていますか？

男性、女性で

役割分担して

いませんか？

職場などでの

セクハラ発言

や行為はあり

ませんか？

「
臨
時
福
祉
給
付
金
」を
支
給
し
ま
す

問
合
せ
臨
時
福
祉
給
付
金
コ
ー
ル
セ

ン
タ
ー
へ
☎
２
９
５
５
‐
２
１
８
１

　

消
費
税
の
軽
減
税
率
措
置
が
先
送
り
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、平
成
26
年
度
に
引
き
続
き
、「
臨
時
福
祉

給
付
金
」を
支
給
し
ま
す
。対
象
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
方
に
は
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、早

め
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
申
請
期
間

　

８
月
10
日
㈪
〜
12
月
28
日
㈪（
郵
送

の
場
合
は
、12
月
31
日
の
消
印
有
効
）

※
申
請
期
間
を
過
ぎ
る
と
受
給
で
き
な

区 分
非課税限度額
（年金収入額）

単身
65歳以上 151 万 5千円

65歳未満 101 万 5千円

夫婦
65歳以上 201 万 9千円

65歳未満 159 万 2千円

● 年金所得者

区 分
非課税限度額
（給与収入額）

単 身 96 万 5千円

夫 婦 146 万 9千円

夫婦･子 1人 187 万 9千円

夫婦･子 2人 232 万 7千円

● 給与所得者

※狭山市における非課税限度額

日
程

場
所

８
月
25
日
㈫

水
野
公
民
館

８
月
26
日
㈬

新
狭
山
地
区
セ
ン
タ
ー

８
月
27
日
㈭

柏
原
公
民
館

８
月
28
日
㈮

広
瀬
公
民
館

８
月
31
日
㈪

堀
兼
公
民
館

９
月
１
日
㈫

入
曽
公
民
館

９
月
２
日
㈬

狭
山
台
公
民
館

９
月
３
日
㈭

奥
富
公
民
館

９
月
４
日
㈮

水
富
公
民
館

９
月
７
日
㈪

富
士
見
公
民
館

支
給
対
象
者
と
支
給
額

く
な
り
ま
す

■
申
請
方
法

　

申
請
書
を
、持
参
か
郵
送
で
市
役
所
２

階
臨
時
福
祉
給
付
金
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
に
ご
提
出
く
だ
さ
い
。ま
た
、次
の

日
程
で
公
民
館
で
も
受
け
付
け
し
ま
す
。

【
公
民
館
受
付
日
程
】

　

時
間
は
い
ず
れ
も
９
時
30
分
〜
12
時

と
13
時
か
ら
16
時
30
分

注
意
事
項

申
請
は
12
月
28
日
ま
で
に

➡➡

支
給
ま
で
の
流
れ

８
月
７
日
付
で
、給
付
対
象
と
な
る

可
能
性
の
あ
る
方
に
は
、市
か
ら
申

請
書
を
お
送
り
し
て
い
ま
す

申
請
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、必

要
書
類
と
あ
わ
せ
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い（
郵
送
の
場
合
は
、同
封
の
返
信

用
封
筒
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
）

内
容
を
審
査
し
た
う
え
で
、10
月
以

降
、指
定
口
座
へ
給
付
金
を
振
り
込

み
ま
す

「振り込め詐欺」などにご注意を
　給付金のために、市役所や厚生労働

省などが、次のようなことをお願いす

ることはありません。

▼ＡＴＭ（銀行・コンビニなどの現金自

動預払機）の操作を依頼すること ▼手

数料などの振り込みを求めること ▼

申請前に、世帯構成や銀行の口座番号

などの個人情報を確認すること など

今年も
継続

性別による権利侵害を禁止します

①性別による差別的取り扱いを禁止します

②配偶者などに対する暴力的行為（ドメス

ティック・バイオレンス）を禁止します

③性的な言動により、相手の生活環境を害

したり、相手に不快感や不利益を与える

こと（セクシャル・ハラスメント）を禁止

します

広報、広告、ポスターなどの表現に

留意します

　表現の自由は尊重しますが、性別

による固定的役割を助長したり、

過度な性的表現に留意しましょう

支
給
対
象
者
／
27
年
１
月
１
日
時
点
で

狭
山
市
に
住
民
登
録
が
あ
り
、27
年
度

分
の
市
民
税（
均
等
割
）が
課
税
さ
れ
て

い
な
い
方

支
給
額
／
対
象
者
一
人
に
つ
き
６
千
円

※
課
税
さ
れ
て
い
る
方
に
扶
養
さ
れ
て

い
る
方（
配
偶
者
特
別
控
除
の
対
象

者
や
、事
業
専
従
者
も
含
む
）や
生
活

保
護
受
給
者
な
ど
を
除
き
ま
す

①
27
年
１
月
２
日
以
降
に
狭
山
市
に
転

入
し
た
方
は
、１
月
１
日
現
在
に
住

民
登
録
が
あ
っ
た
市
区
町
村
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

②
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
理
由
に
狭
山

市
に
避
難
し
、27
年
１
月
１
日
ま
で

に
住
民
登
録
が
で
き
て
い
な
い
方
で

も
一
定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
は
、

事
前
の
申
し
出
に
よ
り
給
付
金
を
受

け
取
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

市民税が課税されない所得水準の目安

男女共同参画推進条例ができました男女共同参画推進条例ができました！！

「「男女共同参画男女共同参画」」って…って…
どんなコト？どんなコト？

みんなで取り組みます

　市と市民、事業者は、互いに連携、協力し、

「男女共同参画」の推進に取り組みます

男女の人権の尊重

男女共同参画
社会の実現　
（基本理念）

社会における制度

または慣行につい

ての配慮

方針の立案や決定

への共同参画

男女が互いの性を

理解・尊重し、生涯、

健康な生活ができる

国際社会における

取り組みへの理解

と協調

家庭生活における

活動と社会生活に

おける活動の両立

　男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず自らの意思で、さまざまな分野に参画でき、
個性と能力を十分に発揮できる社会。市では、市民の皆さんと協力し、そんな社会の実現に
向け取り組んできました。
　しかし、一部には「男は仕事、女は家庭」という性別による固定的な役割分担意識が依然
として残っています。「男女共同参画社会」の実現に、自分は関係ないと思っていませんか？
社会のあらゆる分野で、性別にかかわりなく個人の能力を発揮できる社会の実現を目指し
て、6月29日に「狭山市男女共同参画推進条例」を施行しました。

　この条例を制定したことで、これからの「男女共同

参画」を推進する礎
いしずえ

ができました。基本理念を理解

し、それぞれの役割を果たし、みんなが希望の持てる

社会に。そして、次の世代につなげていきましょう。

※「男女共同参画推進条例」の全文はホームページを

ご覧ください

問合せ男女共同参画センターへ☎2937‐3617

！


